
東久留米市障害者計画・第４期障害福祉計画（素案） 

に対するパブリックコメント 

 

募集期間：平成２７年２月１１日（水）～平成２７年３月３日（火） 

受付件数：３６件（９名） ※長文のご意見等、編集しております。 

 

項目 No ご意見の内容 ご意見に対する方針等 

第１章 

計画の趣旨、背

景について 

１ 「計画策定の背景と趣旨」に「障害者権利条約

の批准とその意味」を位置づけ、追加すべきで

ある。 

「関連法規の動向」では「障害者の権利に関す

る条約の批准」は 2014年１月（締約は２月）

を明記し、2014年が歴史的な障害者権利条約

批准元年であることを位置づけるべきである。

これは、内閣府に置かれた障害者政策委員会の

議論からも当然である。 

「障害者権利条約が批准されことの認知度に

ついて」では、９割が「知らない」ことを重く

みながら、権利条約が憲法と国内法の中間に位

置づく重要な国際条約であることを明確に位

置づけることが、今回の諸計画作成においても

大きな意味をなしうると考える。 

「計画策定の背景と趣旨」の中

に、障害者権利条約の批准につ

いて記載を加えました。 

基本目標の設定等において、障

害者権利条約の理念を今回の計

画づくりに反映させています。 

第２章 

障害者の状況に

ついて 

２ 市の全体概要をつかむには、全障害者数と障害

別の内訳データが必要。追加していただきた

い。 

例えば身体障害と知的障害の重

複のように、重複障害のある方

を 1名でカウントした場合の、

何らかの障害のある市民の実人

数は、正確には算定できていま

せん。 

現時点で、身体・知的障害者と

精神疾患・難病患者を合わせる

と、6,500人程度と推定していま

すが、そのいずれにも該当して

いない発達障害の方もいます。 

第２章 

意識調査、ヒア

リングについて 

３ サービス利用希望のパーセンテージが低いこ

とを、取り組む必要性の無さと直結することは

危険。取り組む必要はないと判断している人た

ちの中には、苦しんでいる方があり必要として

いる方がいる施策があるということについて

サービスごとの数値目標を設定

するにあたり、アンケート調査

結果を参考としておりますが、

それを絶対視している訳ではあ

りません。しかし、障害種別ご



「知らない」「気づいていない」という側面を、

よく吟味すべきだ。 

との特徴を把握するためには、

かなり有効な調査になっている

とは思います。 

サービス未利用者に、障害福祉

サービスについて知っていただ

くことも、調査目的の一つでし

た。 

第４章 

早期発見・早期

療育の推進につ

いて 

４ 5歳児検診の導入と市内の全保育園、幼稚園を

専門機関が巡回できるようにすべき。何の支

援、手立てもなく小学校にあがり、不適応を起

こすケースが多々ある。 

3歳児健診以降に発達面の心配

が顕著になってくる方もおられ

ますので、5歳児の段階でのｱﾌﾟ

ﾛｰﾁというのは意味のあること

だと思われます。現在、健康課

では専門医による発達健診を 1

回/月行っております。また、わ

かくさ学園では、市内の保育園

や家庭保育室、幼稚園の巡回相

談を随時実施しており、保育課

では、公立及び公設民営保育園

の巡回相談を、学芸大の協力を

得ながら年 3回実施しておりま

す。このような関係機関と連携

しながら、必要時専門医療機関

や療育機関にご紹介しておりま

す。今後も発達健診の充実、上

記関係機関や教育部門との連携

を図りながら、発達支援の充実

をさらに検討していきたいと思

います。 

 

５ わかくさ学園発達相談室が中心となり相談、巡

回の強化、教育相談室、こども家庭支援センタ

ーと連携して問題を解決していく必要がある。

そのためにも、わかくさ学園発達相談室を固定

の場所に移して欲しい。 

現在、わくわく健康プラザの集

会室等をお借りして実施してい

る発達相談室事業については、

安定した活動場所を設定すべ

く、検討を進めます。 

第４章 

公共施設などの

バリアフリー化

の推進について 

６ 誘導ブロックや音響信号機は、市内に限られた

箇所にしかない。すべての場所に設置すること

は不可能だが、視覚障害者の生活圏で必要な場

所への設置を求める。 

P73の 4-（1）-⑥に、施策とし

て位置付けています。 



 

第４章 

公共施設などの

バリアフリー化

の推進について 

７ 弱視者は点字ブロックの鮮やかな黄色や、道路

わきの白線を頼りに歩いている。ところがこれ

らが見えにくくなっている箇所があるため、改

善を求める。 

市では定期的に道路パトロール

を実施しており、道路の不具合

箇所を確認したのちに補修など

を実施しております。また、ご

連絡いただければ、不具合箇所

を確認し、その対応を検討して

まいります。 

 

第４章 

情報アクセシビ

リティーの向上

と参政権の確保

について 

８ 情報アクセシビリティーの向上と参政権の確

保は、権利条約第９条アクセシビリティーの具

体化である。対象を視聴覚障害のみに限定すべ

きではない。すべての障害を対象とすべきであ

る。 

また、選挙における配慮でも視聴覚障害者に限

定することなく、投票所のバリアフリー化、知

的障害者などにもわかりやすい投票所、移動困

難者への配慮などすべての障害者を対象にす

べきである 

 

P75の 4-(2)-⑧にある「代理投

票」は知的障害者の方も利用さ

れています。「郵送投票」も、肢

体不自由のある障害者等が利用

できます。高齢者の入所施設な

どでは、「不在者投票」が可能で

す。 

第４章 

防災・防犯のた

めの地域ぐるみ

の協力体制につ

いて 

９ 防災・防犯のための地域ぐるみの協力体制をつ

くるには、東日本大震災での障害者支援の教訓

である「福祉避難所」を位置づけるべきである。

「障害者の死亡率は２倍」と指摘される東日本

大震災の教訓からも必須である。 

 

主に障害者・児が利用する施設

と市が協定を結んでおり、現時

点で 8カ所が主に障害者・児向

けの二次避難所として指定され

ています。 

10 地域ぐるみの協力体制を文言だけで終わらせ

ずに、実際に各避難所で避難訓練をやるべきで

ある。家族が第一に障害者を守り、その次に地

域が守る、このような協力体制は、必然的に地

域の人たちとの協力が必要になるし、連携して

やっていかなければならない。 

P76の 4-(3)-③で、二次避難所

の設営に向けての訓練等を施策

として位置付けています。また、

二次避難所の運営には、地域の

方や外部からのボランティアの

協力が欠かせないものと考えて

おります。 

 

11 実際災害が起こった時にどこにだれとどうや

って避難するかなど、サービス等利用計画作成

の相談の中でも、丁寧に確認してイメージを持

つことや、避難訓練、避難所の問題を具体的に

検討してほしい。 

相談支援事業所に対し、災害時

の安否確認や避難支援の視点を

入れた計画を作成していただく

よう、協力を求めていくことを

考えております。 



第４章 

障害者の就労、

雇用について 

12 計画の中に障害者の就労支援が掲げられてい

るが、数十年前から視覚障害者は電話交換手や

ヘルスキーパーとして、多くの企業や自治体に

雇用されている。企業に啓発する以前に市とし

て範を示してほしい。 

電話交換手は数年前から民間委託

しておりますため、委託先の事業

者において雇用し、市の電話交換

手として派遣される職員が担当し

ております。 

また、職場内におけるヘルスキー

パー等の専門職の雇用は、現状に

おいて予定しておりません。 

今後、視覚障害者が従事出来る

職務等が見込める場合には、職

場環境の整備も含め、近隣自治

体の状況なども調査を行いつ

つ、研究、検討いたしたいと思

います。 

第４章 

生涯学習活動へ

の支援と余暇活

動の充実につい

て 

13 「生涯学習活動への支援と余暇活動の充実」は

権利条約３０条の具体化であり画期的な方針

である。しかしながら、その概念のなかにある

「手話通訳者養成事業」や「研修会」は、権利

条約９条のアクセシビリティーに関すること

であり、「障害者計画」でいえば「情報アクセ

シビリティーの向上と・・・」に位置づけるも

のではないか。 

手話通訳者を派遣する事業は、

基本目標２の「地域生活を支援

するサービス基盤の充実」の中

に施策として位置付けており、

P97⑤で手話通訳者・要約筆記者

派遣事業の数値目標を設定して

います。 

一方、手話を学ぶことを一般市

民の側から見たときに、それを

生涯学習活動として捉えること

ができ、市全体の施策評価の体

系の中で、「生涯学習の推進」に

紐づけられた施策に位置付けら

れています。 

14 フットサル大会等、障害者でも余暇活動をする

ことによって、自分たちも同じルールに基づい

てスポーツするという大会を、オリンピック・

パラリンピックとの連携をとってやってもら

いたい。 

施策にあるフットサル大会は、

障害のある方が気軽にスポーツ

を楽しめる場として開催してい

るもので、地域の代表を決めて

都大会等を目指す主旨ではあり

ません。 

第４章 

市民向けの啓発

事業の実施 

 

15 点字ブロックの上に自転車が放置されていた

り、荷物を置いて立ち話をしている人がいて、

点字ブロックを頼りに歩行する視覚障害者は

困惑してしまう。啓発活動をお願いしたい。 

P74の 4-(1)-⑨路上放置物の是

正と啓発で、施策として位置付

けています。 

 



 

 

 

 

 

第４章 

市民向けの啓発

事業の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 歩道が設置されている道路はまだ少なく、道路

脇に自動車が止まっていることが多くあるが、

視覚障害者でトラックの後方から突き出した

荷物や、サイドミラーにぶつかった人もいる。

改善を求めたい。 

市では主要道路におけるバリア

フリーを含めた歩道整備や、狭

隘道路の拡幅に伴い歩道整備を

実施しております。これらの整

備は限られた予算の中で計画的

に実施しており、市内には未だ

多くの未整備箇所があります。

市では引き続き計画的に歩道等

の整備を実施してまいります。  

またドライバーのモラル向上も

必要なため、田無警察署等の関

係機関とも連携していきます。                  

17 障害者権利条約や、差別解消法について、もっ

と市としても、きちんと知らしめる必要があ

る。 

また、教育と連携し障害の現実、理解し対処す

ることで、悪化を防げるものである、というこ

とを伝えていく機会を作っていく必要がある。

特に、精神疾患については、最大の予防策がこ

れであると思う。 

P80の(2)に心のバリアフリーの

推進に向けての市民への啓発事

業の実施を位置付けています。 

視覚や聴覚障害者の団体では、

小中学校で障害理解を広げるた

めに授業支援を行っています。 

発達障害のある児童・生徒へは、

特別支援教育を充実させ対応し

ています。 

ご指摘の教育と福祉の連携も重

要であり、第 6章(3)で関係者・

関係機関のネットワーク化を推

進するとしています。 

18 障害者がコンビニとかスーパーとか、あるいは

商店で買い物をするとき、お店の方にまだまだ

障害を持った人についての理解が行き届いて

いなくて、トラブルになることがある。お店の

方に対する研修等をやってほしい。 

P80の(2)に心のバリアフリーの

推進に向けての市民への啓発事

業の実施を位置付けています。 

 

 

19 特に誤解と偏見の大きい精神障害について啓

発活動の具体策が位置付けられるべき。 

地域生活支援センターにて、当事者が障害につ

いての自己理解を深めるための活動を始め、こ

うした場で力を付けた方々を中心に据えて、一

般市民向けの障害についての語り部活動をス

タートさせる。保健師等の精神疾患についての

説明とセットで、各地域センターや自治会、学

ご提案を参考として、精神障害

についても啓発活動を考えてい

きます。 



 

 

 

第４章 

市民向けの啓発

事業の実施 

校に派遣し、活動を展開する。 

 活動に際し、子供も含めて理解しやすいよう

な独自の冊子を作成し、疾病予防や必要に応じ

た初期対応をはかれるようなスケールも入れ

込むことで、より身近なものであるという視点

を盛り込む。 

20 福祉事業所が住宅街に進出するときに、まだ根

強く反対する市民がいる。まだまだ市民の障害

者、とりわけ精神障害への理解が不十分ではな

いか。心のバリアフリー、とりわけ市民の障害

者に対するバリア、これをフリーにしていく取

り組みをぜひやっていただきたい。 

P80の(2)に「心のバリアフリー

の推進」に向けての市民への啓

発事業の実施を位置付けていま

す。 

21 アンケート結果で障害者権利条約・虐待防止

法・差別解消法等の認知度が非常に低いのに驚

いた。もっと市が力を入れて啓発に努めてほし

い。 

担当部としては、障害者権利条

約の批准は障害当事者にとって

歴史的な出来事だと考えていま

したが、アンケート調査では一

般の方と同様に認知度が低いと

いう結果でした。 

市の広報等を活用しながら、市

民啓発に努めていきます。 

 

 

 

 

 

 

第５章 

サービス見込量

や方策について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 同行援護について、市外の事業所を利用してい

る人がいる。これは市内の事業所に量的、質的

な問題があるものと考えられる。利便性から言

えば近い事業所が良いはずであり、改善を求め

る。 

引き続き、市内のガイドヘルパ

ーを増やすべく、居宅介護等を

行っている事業所に働きかけて

いきます。また、同行援護事業

所にガイドヘルパー向けの研修

を案内していきます。 

23 同行援護において利用上限が５０時間となっ

ている。外出を計画的に見据えて生活をしてい

るが、突発的に必要となることがある。その場

合、自己負担が発生しても構わないので、特例

的な措置として上限を超えることを認めてほ

しい。 

やむを得ない事情があり、支給

決定の量を超えて同行援護を利

用する必要がある場合は、障害

福祉課担当者への事前のご相談

をお願いしています。 

24 グループホームのニーズは親亡き後だけでは

ない。むしろ親亡き後では遅い。『親亡き後の

対策』という表現を再考してほしい。 

障害者の保護者の高齢化は大き

な課題と捉えています。第 4期

の障害福祉計画では、早期に 3

ユニットのグループホームの増

設を掲げており、親亡き後を「見

据えた」計画としました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 

サービス見込量

や方策について 

25 知的障害者のグループホーム不足が予想以上

に深刻な状況である。早期の設置をお願いした

い。 

第 4期の障害福祉計画では、早

期に 3ユニットのグループホー

ムの増設を、具体的に掲げてお

ります。 

26 就労移行については、ハローワークの障害部門

との連携、ジョブコーチや作業所職員との同行

援護などの有効な支援の在り方や、労働時間や

労働形態の柔軟な対応も必要。 

就労移行事業所の支援員、二つ

の就労支援室、ハローワーク三

鷹の連携により、支援を行って

おります。市役所でも実習を受

け入れており、就職時を想定し

てジョブコーチを付ける場合も

あります。 

個々の障害特性に対応するため

に労働時間や労働形態の柔軟な

対応が雇用主側に求められてい

るのは事実ですが、フルタイム

の安定した雇用の確保という視

点からみると課題もあります。 

 

27 身体障害者の 65歳以上が 67％を占めている実

態に驚いた。介護保険との連携は慎重に扱って

いただきたい。厚生労働省の通知にあるよう

に、当事者が希望する場合は障害者総合支援法

のサービスを保障してほしい。 

介護保険サービスの入口の所

で、身体障害者手帳を取得する

方が増えています。 

介護保険に移行する時に、それ

まで受けてきたサービスが大幅

に削減されないよう、市の基準

を定めており、一人一人の移行

に丁寧に対応しています。（P69） 

第５章 

地域生活支援事

業について 

28 昨今の機器の開発は著しく、視覚障害者を支援

するものも多くなっている。必要に応じて自己

負担で購入しているが、負担が大きくなってき

ている。せめて音声血圧計とワンセグ対応の音

声案内付きラジオを日常生活支援用具として

認めてほしい。 

日常生活用具の種目の拡大につ

いて検討します。 

（P96に付記） 

第５章 

障害児・障害者

の放課後・余暇

活動について 

 

 

29 障害者権利条約第 30 条では、文化的な生活、

レクリエーション、余暇及びスポーツへの参

加、が締結国に求められている。地域生活支援

事業に位置付けられている日中一時支援事業

は、学齢児及び成人を対象にすることはできる

が、ほとんどの場合、障害のある成人も含んだ

本計画の策定と並行して、「新た

な“つながり”づくり」をテー

マとする東久留米市地域福祉計

画（第 3次改定）が策定されま

した。 

障害分野では、特に芸術やスポ



 

 

 

 

第５章 

障害児・障害者

の放課後・余暇

活動について 

 

日中の一時的・単発的な預かり事業として位置

付けられていて、子どもの成長・発達を支援す

る視点が極めて希薄であり、公費の裏付けも非

常に不十分である。また障害のある成人期の日

中活動や就労後を支援するための施策は全く

確立しておらず、「制度の狭間」となっている。

青年・成人の活動に対するための公的な支援制

度の必要性を明確にして頂きたい。放課後デイ

サービスの機能を引き続き青年・成人の活動と

して行える支援として 

（１）青年・成人期の障害者が日中や就労後に

豊かな文化活動・スポーツ活動等を集団で行え

る事業を、国の制度として位置づけられるよ

う、東久留米市から意見書を出してください。 

（２）国の制度として確立されるまでは、東久

留米市が率先して長期的且つ集団活動を目的

とした文化・スポーツ及び余暇活動が継続・維

持できるための支援及び先駆的な制度の立ち

上げを行って下さい。 

（３）第４期障害者福祉計画の中に述べられ

た、文化・スポーツ及び余暇活動の場は大切な

地域生活拠点として位置付け、具体的な支援を

行ってください。 

ーツなどの余暇活動に関して、

P79～80の、第 5章の(2)及び第

6章(2)に掲載した多くの事業

が、関係機関や保護者の協働で、

行政主導ではなく営まれていま

す。今後の地域福祉を考える上

でも、こうした事業は大切にし

たいと考えております。 

その上で、障害者の日中活動終

了後の過ごし方で、訪問系サー

ビスと移動支援等の併用によっ

ても、なお充足されないニーズ

については、調査研究の対象と

しております。（P96） 

 

 

 

 

 

30 放課後デイサービスについて、 

①新規の児童についての情報や受け入れは、相

談支援事業所および行政を中心に、市が認可し

ている既存の事業所が連携をとり、検討する場

を設定してください。 

②事業所は、慢性的な人材不足においても行政

から課せられる事務的な業務は煩雑化する一

方です。放課後事業の質の向上と限られた社会

資源に頼る上では、事業所への何らかの助成や

援助なども検討してください。 

③学齢期を終えた青年、成人の日中活動後の生

活の保障も同様の課題として位置付けてくだ

さい。日中一時支援のグループ支援及び、公的

な助成が確立するような施策を検討してくだ

さい。 

相談支援専門員が、他の障害福

祉サービス事業所と良く連携を

図り、障害児の健全育成に資す

るサービス計画を立案すること

は重要です。 

P63 1-(1)-②に、相談支援専門

員の活動への支援を、施策とし

て位置付けております。 

なお、日中活動終了後の過ごし

方で、訪問系サービスと移動支

援等の併用によっても、なお充

足されないニーズについては、

調査研究の対象としておりま

す。（P96） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 個々に障害と向き合い、困難に対峙している当

事者が、気兼ねなく集まって、障害を抱え生き

ることについて語り合える場が必要。 

障害についての自己理解を進めていくグルー

プは、相談支援事業からの発展系のグループと

して、新たに組織することもできるのではない

か。 

精神障害者の地域活動支援セン

ター事業を「めるくまーる」で

実施しており、同じ趣旨の活動

もあります。 

アルコール依存症の方のミーテ

ィング、保健所での引きこもり

の方へのグループ支援なども取

り組まれています。また、発達

障害児の保護者の自助グルー

プ、高次脳機能障害者の家族会、

難病患者団体などの活動も市内

にあります。 

相談支援専門員の側からのソー

シャルアクションには今後、注

目していきます。 

 

32 日常的に利用者の方に接するに当たっての心

構えや、言葉遣い、手振り、身振りの仕方等々、

日常的な対応の仕方について、事業所の職員に

対する研修を行政のほうで積極的にやってい

ただきたい。 

市では 25～26年度に、施設従事

者向けに、虐待予防や合理的配

慮をテーマとした研修会を自立

支援協議会と共催で実施しまし

た。今後も、このような取り組

みを継続していく予定です。 

 

 

33 年々増加傾向にある精神障害分野の支援の強

化を求める。他の障害に比べて制度が遅れてい

ることは周知のことだが、相談に力を入れ、デ

イケアやグループホーム、訪問看護やヘルパー

など支援のネットワークを構築し、退院・地域

移行の受け皿を整備することが喫緊の１課題

である。 

 

長期入院の方で、地域移行を希

望される方へは、地域移行支援

を活用して対応しています。第 4

期障害福祉計画の推進により受

け入れのための社会資源の整備

に努めていきます。 

 

34 難病については、医療が重要な役割を果たして

いるが、生活の視点ではヘルパー派遣や訪問看

護との連携、ＰＴ・ＯＴなどの専門性を活用し

た補装具・住宅改造も課題である。 

サービス等利用計画を普及する

中で、難病患者が諸制度の活用

がしやすくなり、また、多職種

の連携が図れるように、してい

きます。 

 



 

 

 

 

その他 

35 事業所や団体はマンパワー不足で苦労してい

る。事業所への援助を強め、市の役割が目に見

えるよう、様々な機関の統括・連携や研修・啓

発広報などに力を入れてほしい。 

障害者施設代表者会などを活用

し、施設への適切な情報提供を

図ります。また、障害施設従事

者向け研修会を 25年度から実施

しており、今後も継続していき

ます。 

36 地域自立支援協議会の公開をもっと増やして

ほしい。 

当市の自立支援協議会では、個

人情報を扱うことがあり、匿名

扱いでも障害特性から個人が特

定される心配があるため、原則

会議を非公開としています。そ

の代わりに、年に 1回程度は、

市民参加型の協議会を今後も開

催していく予定です。 

 


